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図 2　広島平野ボーリング調査による海成層の分布（白神（1985）を編集）
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水で超音波洗浄を行った。特に表面を覆う釉は見落としやすいため、入念に除去した。試料をアル
ミナ製乳鉢で粉末にして、るつぼに入れ、電気炉で 750℃、6時間焼成した後、デシケータ内で放
冷し、0.9000g 秤量した。これを、無水四ホウ酸リチウム Li2B4O7 と、メタホウ酸リチウム
LiBO2 を 8:2 の割合で調製した融剤 4.5000g と十分に混合し、白金製るつぼに入れ、ビードサン
プラーにて約 750℃で 250 秒間予備加熱、約 1100℃で 150 秒間溶融させ、約 1100℃で 450 秒
間揺動加熱してガラスビードを作製した。
　分析は、フィリップス社製波長分散型蛍光 X線分析装置MagiX（PW2424 型）にて、検量線法
による定量分析を行った。標準試料には、独立行政法人産業技術総合研究所地質調査総合センター
および米国標準技術研究所（NIST）の岩石標準試料計 19種類を用いた。定量元素は、ナトリウム
（Na2O）、マグネシウム（MgO）、アルミニウム（Al2O3）、ケイ素（SiO2）、リン（P2O5）、カリ
ウム（K2O）、カルシウム（CaO）、チタン（TiO2）、マンガン（MnO）、鉄（Fe2O3）の主成分 10
元素と、ルビジウム（Rb）、ストロンチウム（Sr）、イットリウム（Y）、ジルコニウム（Zr）の微
量成分 4元素の、計 14元素である。

　分析対象は、表 1、図版 1に示す磁器 15
点である。分析No.7 ～ 9 以外は当地点で出
土した磁器で、分析No.1 ～ 3 は在地系とみ
られている磁器、分析No.4 ～ 6 は砥部焼と
みられている磁器、分析No.10 ～ 12 は明治
時代の在地系とみられている磁器、分析
No.13 ～ 15 は関西系とみられている磁器で
ある。分析 No.7 ～ 9 は、江波で採集された
江波焼とみられている磁器である。
　蛍光 X線分析には、磁器よりガラスビー
ドを作製し、それを分析試料とするガラス
ビード法を用いた。試料採取には、岩石カッ
ターを使用した。採取した磁器は、表面の釉
や汚れ等の影響を排除するため、岩石カッ
ターで表面や破断面を削った後、さらに精製

20　広島城跡及び陸軍関連遺跡出土磁器の胎土蛍光X線分析

竹原弘展（（株）パレオ ･ラボ）

1．はじめに
　広島城跡及び陸軍関連遺跡埋蔵文化財発掘調査で出土した磁器の胎土について、波長分散型蛍光
X線分析装置による元素分析を行った。材料の特徴を調べた。

2．試料と方法

分析 

No.
出土遺構等 備考

1 A地点 E3区近世埋土 在地系

2 A地点M2区 SK73 赤土上 陶 134　在地系

3 A地点 L2区近代 2埋土 在地系

4 A地点 I2 区 SK112 陶 433　砥部

5 B-3 地点 O15 区 SE1 報告外遺物　砥部

6 A地点H1区 SK44 陶 91　砥部

7 H-001 江波（採取）

8 H-003 江波（採取）

9 S-003 江波（採取）

10 B-3 地点 P13 区第 2面直上　 報告外遺物　在地系（明治）

11 A地点 N3区 SB18 基礎内 陶 42　在地系（明治）

12 A地点 L2区近代 2埋土 陶 939　在地系（明治）

13 A地点H1・2区近代 2埋土 陶 932　関西系

14 A地点 D3区 SD35 陶 711　関西系

15 A地点 F2区近世 2埋土 陶 1077　関西系

表 1　分析対象磁器
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3．結果
　表 2に、蛍光X線分析の測定結果を示す。
　分析の結果、ナトリウム（Na2O）が 0.17 ～ 2.14%、マグネシウム（MgO）が 0.03 ～ 0.39%、
アルミニウム（Al2O3）が 16.1 ～ 21.7%、ケイ素（SiO2）が 69.0 ～ 78.0%、リン（P2O5）が 0.009
～ 0.052%、カリウム（K2O）が 3.17 ～ 6.51%、カルシウム（CaO）が 0.09 ～ 0.36%、チタン（TiO2）
が 0.06 ～ 0.21%、マンガン（MnO）が 0.004 ～ 0.085%、鉄（Fe2O3）が 0.47 ～ 1.48%、ルビ
ジウム（Rb）が 140 ～ 240ppm、ストロンチウム（Sr）が 25 ～ 69ppm、イットリウム（Y）が
3～ 134ppm、ジルコニウム（Zr）が 67～ 141ppmであった。

分析

No.

Na2O

（%）

MgO

（%）

Al2O3

（%）

SiO2

（%）

P2O5

（%）

K2O

（%）

CaO

（%）

TiO2

（%）

MnO

（%）

Fe2O3

（%）

Total

（%）

Rb

（ppm）

Sr

（ppm）

Y

（ppm）

Zr

（ppm）
分類

分析

No.
1 1.07 0.39 16.5 75.5 0.018 5.30 0.09 0.09 0.019 0.90 99.9 186 55 20 115 

在地系

1

2 1.01 0.12 21.2 71.5 0.010 4.60 0.24 0.07 0.067 1.37 100.2 235 25 134 119 2

3 1.02 0.14 18.2 75.0 0.021 4.73 0.11 0.06 0.013 0.98 100.2 191 40 9 73 3

4 0.29 0.24 17.8 76.2 0.052 3.77 0.09 0.08 0.016 1.45 100.0 162 52 6 72 

砥部

4

5 0.50 0.20 17.4 76.7 0.044 3.68 0.14 0.08 0.009 1.02 99.8 152 53 5 73 5

6 0.18 0.03 20.4 73.7 0.023 4.72 0.09 0.06 0.014 0.74 100.0 202 30 31 82 6

7 0.28 0.10 18.8 75.8 0.010 3.17 0.13 0.10 0.017 1.44 99.8 184 25 79 141 
江波 

（採取）

7

8 1.10 0.13 20.2 71.9 0.011 4.76 0.36 0.09 0.071 1.48 100.2 239 33 130 132 8

9 1.08 0.12 21.6 70.4 0.009 4.78 0.25 0.07 0.085 1.46 99.8 240 28 134 124 9

10 0.17 0.24 17.3 76.7 0.050 3.61 0.09 0.08 0.015 1.38 99.6 161 46 3 71 
在地系 

（明治）

10

11 0.62 0.16 16.1 78.0 0.045 3.42 0.26 0.07 0.016 1.21 99.9 145 69 3 70 11

12 0.60 0.17 16.7 77.7 0.042 3.26 0.25 0.09 0.012 1.37 100.2 140 57 5 71 12

13 0.73 0.04 18.6 74.0 0.017 5.97 0.09 0.18 0.004 0.47 100.1 211 48 31 67 
関西系

13

14 2.14 0.05 21.7 69.0 0.016 6.16 0.26 0.11 0.013 0.83 100.3 237 43 43 87 14
15 1.10 0.07 18.5 72.8 0.019 6.51 0.21 0.21 0.014 0.71 100.1 234 66 38 81 15
最小 0.17 0.03 16.1 69.0 0.009 3.17 0.09 0.06 0.004 0.47 99.6 140 25 3 67 最小値
最大 2.14 0.39 21.7 78.0 0.052 6.51 0.36 0.21 0.085 1.48 100.3 240 69 134 141 最大値

表 2　蛍光 X線分析結果（mass%）

4．考察
　図 1に、各元素の分布図を想定されている産地別に示す。なお、図 1には筆者が過去に実施し
た江波、砥部（上原窯）、伊万里、瀬戸で採集された磁器の分析結果（竹原，2006，2009b）も併
せて入れている。
　関西系とみられている磁器（分析No.13 ～ 15）は、瀬戸焼（図中ｾ 1 ～ｾ 3）の分布と概ね重複
している傾向がみられた。
　砥部焼とみられている磁器（分析No.4 ～ 6）は、過去に実施した砥部の上原窯で採集された磁
器（図中ﾄ 1 ～ﾄ 4）の分布と比較すると、リン（P2O5）、カリウム（K2O）、カルシウム（CaO）、
チタン（TiO2）、ルビジウム（Rb）、ストロンチウム（Sr）、ジルコニウム（Zr）と多くの元素で比
較的明瞭に差異がみられた。砥部焼は、江戸時代後期から幕末に素地の改良があったとされるため
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（矢部，2002）、その変化を示している可能性がある。なお、今回分析した砥部焼とみられている
磁器（分析No.4 ～ 6）の分布は、若干の差異はあるが伊万里焼（図中ｲ 1 ～ｲ 3）の分布に比較的
近かった。
　江波で採集された磁器は、イットリウム（Y）の含有量が多いのが極めて特徴的である。この特
徴は、今回分析した 3点（分析No.7 ～ 9）においても、同様であった。ただし、過去に実施した
江波で採集された磁器（図中ｴ 1～ｴ 3）の分布と比較すると、ジルコニウム（Zr）の含有量が多い
という差異もみられた。
　在地系とみられている磁器（分析No.1 ～ 3）のうち、分析No.2 は、イットリウム（Y）の含有
量が多かった。これは江波焼にみられる特徴であり、分析No.2は江波焼である可能性が高い。なお、
江波焼は上述のように化学組成から細分される可能性があるが、分析 No.2 はジルコニウム（Zr）
が多く、今回分析した分析No.7 ～ 9の化学組成に近かった。
　明治時代の在地系とみられている磁器（分析No.10 ～ 12）は、比較的ばらつきの少ない試料で、
今回分析した砥部焼とみられている磁器（分析No.4 ～ 6）の分布に比較的似ていた。

5．おわりに
　広島城跡及び陸軍関連遺跡出土磁器の胎土蛍光 X線分析を行った結果、産地による化学組成の
違いを示唆する結果が得られた。なかでも江波焼は、これまでに分析した砥部焼、伊万里焼、瀬戸
焼、関西系の磁器との比較において、イットリウム（Y）の含有量が極めて特徴的であり、蛍光 X
線分析による検討が特に有効と考えられる。

引用・参考文献

　中井　泉編（2005）蛍光 X 線分析の実際．242p，朝倉書店．
　竹原弘展（2006）広島城跡太田川河川事務所地点出土磁器の胎土分析．福原茂樹編「広島城跡太田川河川事務
　所地点―広島市中区八丁堀所在―」；347-352，広島市文化財団．
　竹原弘展（2009a）広島城遺跡法務総合庁舎地点出土磁器の胎土分析．福原茂樹・松田雅之編「広島城跡法務
　総合庁舎地点―広島市中区上八丁堀所在―」；付編 2，1-5，広島市文化財団．
　竹原弘展（2009b）広島城跡法務総合庁舎地点出土磁器の胎土分析．福原茂樹・松田雅之編「広島城跡法務総
　合庁舎地点―広島市中区上八丁堀所在―」；付編 2，6-8，広島市文化財団．
　矢部良明ほか 23 名編（2002）角川日本陶磁大辞典，角川書店．
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21　定性分析結果

中外テクノス（株）

1 ．目的
　試料液に含まれる有機化合物の定性分析を行う。

2．定性分析方法（GC/MS）
　2-1	 SCAN 測定
　　分析：20mLバイアル瓶に試料を 10mL分取し、ヘッドスペース部を GC/MS に注入した。
　　解析： SCAN モードで分析を実施し、得られたスペクトル情報をもとにシミラリティ検索１）を
　　　　　行い、一致率 80％以上かつ信頼性の高い化合物を抽出する。
　　　　　注 l）シミラリティ検索：NIST11 ライブラリに登録されているスペクトルの中から、　
　　　　　類似度の高いものを検索する方法。
　2-2	 SIM 測定
　　分析：20mLバイアル瓶に試料を 10mL分取し、内部標準物質を添加した後にヘッドスペース
　　　　　部を GC/MS に注入した。
　　解析：SIMモードで揮発性有機化合物の選択イオン検出を行い、得られたピークを標準物質と
　　　　　の比較から同定した。

3．分析機器条件
　3-1	 ガスクロマトグラフ条件
　　使用機器：	島津 GC-2010
　　分析カラム：RESTEK Rtx-624（60m× 0.32mm × 1.8 µm）
　　キャリアーガス：	ヘリウム
　　制御モード：線速度
　　線速度：48.8cm/sec
　　注入モード：スプリット
　　カラム恒温槽温度：35℃（5分）-10℃／分 -230℃（5分）
　3-2	 ヘッドスぺース分析条件
　　使用機器：	島津 HS-20
　　恒温槽温度： 70℃
　　加熱時間：	30 分
　　ループ温度：150℃
　　トランスファーライン： 150℃
　　バイアル加圧時間：1分
　　ロード時間：0.5 分
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　　ロード平衡化時間：0.1 分
　　注入時間：	1 分
　3-3	 質量分析計条件（SCAN）
　　機器名：島津 GCMS-QP2010 Ultra
　　SCAN/SIM mode: SCAN 30~400m/Z
　　イオン源温度：200℃
　　インターフェイス温度：230℃
 　3-4　質量分析計条件（SIM）
　　機器名：島津 GCMS-QP2010 Ultra SCAN/SIM mode: SIM
　　イオン源温度：200℃
　　インターフェイス温度： 230℃

4．分析結果
　　SCAN測定により得られたクロマトグラムを別紙 1に示す。
　　シミラリティ検索の結果を表 1に示す。
　　以上の結果より、試料液中にエチルエーテル、アセトンが含まれていると推測される。
　　SIM測定により得られたクロマトグラムを別紙 2に示す。

化合物 m/z
塩化ビニルモノマー -d3（IS） 65,67
塩化ビニルモノマー 62,64
1,1- ジクロロエチレン 96,61
ジクロロメタン 84,86
t-1,2- ジクロロエチレン 96,61
c-1,2- ジクロロエチレン 96,98
クロロホルム 83,85
1,1,1- トリクロロエタン 97,99
四塩化炭素 117,119
ベンゼン 78,77
1,2- ジクロロエタン 62,64
フルオロベンゼン（IS） 96,70
トリクロロエチレン 130,132
l,2- ジクロロプロパン 63,62
1,4- ジオキサン -d8（IS） 96,64
1,4- ジオキサン 88,58
ブロモジクロロメタン 83,85
c-1,3- ジクロロプロペン 75,110
トルエン 91,92
t-1,3- ジクロロプロペン 75,110
テトラクロロエチレン 166,164
1,1,2- トリクロロエタン 97,99
ジブロモクロロメタン 129,127
m,p- キシレン 91,106
0- キシレン 91,106
ブロモホルム 173,171
4- ブロモフルオベンゼン（IS） 174,146
p- ジクロロベンゼン 146,148
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　　標準物質とピークを比較した結果を表 2に示す。
　　以上の結果より、試料液中からジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、ベンゼン、ブロ
　モジクロロメタン、トルエン、キシレンが検出された。
　　なお、ジクロロメタン、クロロホルム、トルエン、m,p －キシレンは BLからも検出しているが、
　試料液中に比べ検出度合いが低かった。

ピーク番号 保持時間
化合物名

BL 消火弾
1 4.45 - エチルエーテル

2 5.24 - アセトン

表 1　定性分析結果一覧表（SCAN）

表 2　定性分析結果一覧表（SIM）

ピーク番号 保持時間
化合物名

BL 消火弾

① 6.04 ジクロロメタン

② 8.88 クロロホルム

③ 9.21 - 四塩化炭素

④ 9.63 - ベンゼン

⑤ 11.51 - ブロモジクロロメタン

⑥ 12.57 トルエン

⑦ 15.00 m.p- キシレン

⑧ 15.61 - o- キシレン

別紙 1　クロマト比較（SCAN）

─　440　─



　A・B地点
Ⅰ　自然科学的分

析

　A・B地点
Ⅰ　自然科学的分

析

別紙 2　クロマト比較（SIM）
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Ⅷ　まとめ

1　遺構の時期と変遷

　令和 2年（2020）10 月 5日から令和 3年（2021）12 月 7日までの約 1年 2か月間、広島市
中区基町においてサッカースタジアム建設に伴って実施した「広島城跡及び陸軍関連遺跡」の発掘
調査では、近世から現代までの遺構を確認した。これまで報告してきたように、本調査では、近代
においては、陸軍関連遺構（当該地では明治 18年（1885）に工兵営の竣工にはじまり、明治 21
年（1888）に輜重兵第五大隊が移転する。その後拡張及び組織改編・名称変更等を行い昭和 20
年（1945）まで所在）が、近世においては、広島城跡内武家屋敷関連遺構が確認された。それぞ
れ近代では 2面、近世では 3面に加えて、太平洋戦争終戦１）後、復興期に営まれた生活痕跡を現代
面として、合計 6つの遺構面が検出された。
　近代の遺構については、昭和 20 年 8 月 6 日時点まで機能していた建物群をひとつの遺構面とし

たが、建物群の下部から建物基礎が検出された。これら下部で確認された遺構は、建造時期、存続

時期を異にするものがあっても、別面として取扱うこととした。前者を近代 1 面、後者を近代 2

面と呼称する。また、近世の遺構については、基本的には分層によって時期を分別しているが、一

部同一面上で検出した遺構は重複状況を考慮して判断したものもある。遺構や伴出遺物の特徴、周

辺遺構との関係から想定時期を決定し、3 面分を確認している。

　以上をふまえて提示したものが、付図 1 ～ 6「時期別遺構配置図」である。また、第 1 分冊第 1

表、第 2 分冊第１表、第 14 表、第 26 表「遺構観察表」においても想定時期を記している。

　各時期の年代観を記すと以下のとおりであるが、確証を持って時期想定できた遺構は少なく、多

少の前後はあるものと捉えていただきたい。なお、各面の遺構は、掘削順、確認順に数字を付けて

いる。

　現代面：戦後復興期に構築された遺構群

　近代１面：昭和 20 年 8 月 6 日時点で機能していた遺構群

　近代２面：明治時代から昭和時代までのうち昭和 20 年 8 月 6 日よりも以前に建造、解体された

　　　　　　遺構群

　近世１面：江戸時代後期から江戸時代終末（明治初年）までの遺構群

　近世２面：江戸時代前期から江戸時代中期までの遺構群

　近世３面：広島城築城期前後の遺構群及び自然形成箇所

　以下、時期別に遺構や史料を元に想定される建物や土地利用の変遷について述べる。

〇現代面

　太平洋戦争終戦後、復興期に構築された遺構群である。昭和 55 年（1980）に「基町住宅地区
改良事業」が終了するまでを上限とする。
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煉瓦列、東側と南側の石列を一つの区画となしているが、
その内側には、不規則に東西、南北方向に並ぶ礎石列が
確認できる。桁行（東西方向）では残存状況がよい北側
では、5石が 0.9 ｍ、1.8 ｍ、0.9 ｍ、1.8 ｍの間隔で設
置され、梁間は東・西とも 3石ずつが 2.7 ｍの間隔で
設置されていた。この間取りに加えて北西部に 0.9 ｍ×
1.8 ｍの便槽を含む空間が附設されている。これが 1軒
分の単位と考えられる。こうした間取りの家屋は、昭和
20年（1945）に配布されたと考えられる「罹災都市応
急簡易住宅案内図」（神田区役所配布）に掲載された、「応
急簡易住宅」の間取りと概ね符合する４）。この資料によ
れば、応急簡易住宅は平屋建てで、六畳間、三畳間、土
間、押し入れの間取りに、北西隅に便所が附設する構造
となっている（第 169 図）。ただし、便所は 3尺四方（約
0.9 ｍ四方）となっており、A地点 E3 区 SB4 の便所の
間取りとは異なっているため、本遺構の場合は増床した
可能性がある。

　当該地は戦後まもなく公園用地として計画されたが、住宅不足解消のため、国から借り受け、戦
災者向けの公設住宅建設用地となった。昭和 21年（1946）度の住宅営団による 743 戸をはじめ、
昭和 23年（1948）までに、市営の 1,038 戸、県営の 34戸、合計 1,815 戸の「応急簡易住宅」 ２）

が設置された。これらの一部は、近代遺構の直上に設置されていることが、敷地内を撮影した画像
等だけでなく、本発掘調査においても確認することができた３）。これに伴って遺構の破損、削剥や
改変が各所で行われたことが想像される。
　なお、原子爆弾の炸裂で放射された強烈な熱線により被災した建築材や器物は、本発掘調査では
ほとんど確認することができなかったが、こうしたことが大きく影響していると考えられる。
　この復興期の象徴である「応急簡易住宅」は、住民らの生活環境の改善等に伴い、年を重ねるご
とに順次解体されたと考えられるが、本発掘調査ではこうした解体で発生したと考えられる廃材処
理のため掘削された竪穴が随所で確認されている。こうした行為も、遺構として意義づけができる
のであろうが、本調査では攪乱として取扱った。なお、これら廃材処理のため掘削された竪穴群は、
近世遺構面までに達するものも少なくなく、各時期の遺構の削剥を伴った平面的にも立面的にも規
模の大きいものであった。
　この現代面で確認された主な遺構には、建物跡、土坑のほか、道路跡、溝跡・送水施設跡等があ
る。ここでは建物跡を中心にみていくこととする。
　建物跡には、A 地点では D1 区 SB1、D2 区 SB2、E1 区 SB3、E3 区 SB4、B 地点ではM16 区
SB1 がある。この建物跡の多くは、半壊状態であったが、このうち A地点 E3区 SB4 は、礎石の一
部が削剥されているものの、上屋構造を復元することが可能となっている。すなわち、北側の石・

第 169 図　応急簡易住宅平面図
（出典「信州戦争資料センター」から）
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　1976 年代に撮影された調査区域の状況において、明らかに応急簡易住宅の増改築が行われた状
況が確認できる５）。撮影された住宅とは同一のものではないが、A地点 E3 区 SB4 の検出状況とほ
ぼ同じ状況である。本遺構の場合は、北側の煉瓦列や東側、南側石列の区画列を利用し、拡張した
ことが指摘できる。南北 7.6 ｍ、東西 7.0 ｍの約 54 ㎡、坪数では約 16坪となり、約 2倍に増床
している。東側の板石 5石とモルタル敷の箇所が出入口と考えられ、当初の北側から東側に変更
されたと考えられる。
　A地点 E3 区 SB4 から約 20ｍ西に位置する A地点 E1 区 SB3 についても応急簡易住宅の存在を
示すもので、内側には便槽と考えられる破損した甕が残存する。また、A地点 E3区 SB4 に附属す
る便所として確認された便槽の一直線上約62ｍ南の位置に土坑跡A地点K3地点SK6が位置する。
確認された遺構はモルタル仕上げの便槽と想定され、建物箇所の礎石等は未確認であるがこの位置
にも応急簡易住宅の存在が想定される。
　同様な状況は B地点においても認められる。内部にカルシウム状付着物のある甕が埋設してい
る B-2 地点 I13 区 SK2 は便槽と考えられることから、上記のような応急簡易住宅の所在が推定さ
れる。この一直線上約 23 ｍ南に B-2 地点 L13 区 SC2 が存在する。報告では便槽または水槽と想
定しているが前者の可能性が高い。なお、B-2 地点の 2か所については、それぞれ B-2 地点 I14 区
SB3 と B-2 地点 K14 区 SB4 の建物基礎を利用した可能性が高い。このほか、土坑としている A地
点 N3区 SK13 や B-2 地点 I13 区 SK1 、同地点 L15 区 SK8 についても同様に便槽とみられ、この
位置にも応急簡易住宅の存在が想定される。
　また、B-2 地点M14区 SD4 や B-3 地点 N14 区 SD1 や、B-2 地点M16区 SB1 は検出状況から同
一時期に構築されたと考えられるが、戦後に撮影された応急簡易住宅との配置状況からすると、応
急簡易住宅が配置される以前に遡る可能性がある２）。
　ところで、近代 1面で報告する、陸軍施設に伴って構築された東西方向の排水溝 A地点 H1区
SD3、B-2 地点 H13 区 SD6、南北方向の排水溝 B-2 地点M16 ～ H16 区 SD9 などは、本調査の検
出状況から、被爆の被害も免れ、戦後以降も利用されたと考えられる６）。

○近代１面

　被爆時の遺構面を近代１面とする。昭和 20 年（1945）8 月 6 日が廃絶時期となる。上限は、
当該地に輜重兵第五大隊が移転してきた明治 21年（1888）である７）。
　遺構面の標高としては、北高南低の傾向があり、北側は概ね 2.8 ｍ～ 3.0 ｍ、南側は概ね 2.5 ｍ
～ 2.7 ｍを示す。
　この面の主な遺構は、Ａ地点では、建物基礎が残存する D1 区 SB5、D2 区 SB7、E1 区 SB9、E3

区 SB10、H1 区 SB12（それに附属する SH2・SH5 を含む）、L1 区 SB13、M1 区 SB15、M3 区

SB16、N2 区 SB17、N3 区 SB18 のほか、D2 区 SB6 は便槽が設置されており同時期の厠と考えら

れる。石敷遺構として水場施設 J3 区 SH6 がある。

　B地点では、建物基礎である、B-1 点 D13 区 SB1、同 D15 区 SB5、B-2 地点 I14 区 SB3（それ
に附属する SH2・SH3 を含む）、同 K14 区 SB4（それに附属する SH4・SH6 を含む）、同 H15 区
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SB2 がある。B-1 地点 F13 区 SB2、B-3 地点 O16 区 SB １及び同 P16 区 SB2 は便槽が設置された
同時期の厠である。水場施設である B-2 地点 K15 区 SH5 のほか、コンクリート製構造物である
B-2 地点M14区 SC4、同 N14 区 SC1 及び B-3 地点 O14 区 SC4 がある。
　A地点と B地点にまたがって確認された溝状遺構 A地点 H1区 SD3 と B-2 地点 H13 区 SD6 や、

B-2 地点 H16 区 SD9 ①～④は、後述するように構築時期が明治 18 年 (1885) の工兵営設置時期ま

で遡ると考えられるが、当面の遺構として取扱う。

　A 地点 E1 区 SB8、同 O3 区 SB20、B-1 地点 E14 区 SB8、同 G14 区 SB9 は、地下に構築された

遺構である。検出状況から構築時期は不明であるが被爆を機に廃絶されたと推定される。このうち

A 調査区 E1 区 SB8、O3 区 SB20 は内部に残存した部材の配置状況から防空壕と推定される８）。こ

れ以外の２か所については、検出状況が異なることから、地下倉庫等の性格を推定する。

　以上の遺構については、現存する部隊配置図（昭和 10 年頃の配置９）と大正末年頃の配置１０）。なお、
（　）内は後者の記載名）との対比から、A 地点 D1 区 SB5 は陣営具倉庫（第四被服庫 / 被服庫）、

同地点 D2 区 SB7 は第五被服庫（営戸被服庫）、同地点 E1 区 SB9 は第一被服庫（動員被服庫）、同

地点 E2 区 SB10 は器具庫（器具材料庫）、に該当する。同地点 I1 区 SB12 は第一厩（厩舎）、同地

点 L1 区 SB13 は馬糧庫、M1 区 SB15 は灰捨場、M3 区 SB16 は庖厨庫「炊事場」と比定される。

また、B 地点 D13 区 SB1 は第二中隊兵舎、B-1 地点 D15 区 SB5 は煖爐庫、B-2 地点 I13 区 SB13

区 SB3 は第二厩、同地点 K13 区 SB13 区 SB4 が第三厩、同地点 H15 区 SB1 は馬糞捨場、B-3 地

点 O16 区 SB1 及び P16 区 SB2 が厠に比定される。

　B 地点南側で確認されたコンクリート構造物は、「体操場」に設けられた器具と想定され、この

うち N14 区 SC1 は「昭和 10 年 12 月 1 日付改編後建物使用区分要図」１１）に表記されている「十二

階段」に比定されると考える。N2 区 SB17 は煙突の延長上に位置することから機罐施設と考えら

れるが、比定される「施設名」は存在していない。N3 区 SB18 についても存在していないが、M3

区 SB16 に直近して位置することから、炊事場の附属施設と想定される。水場施設と考えられる A

地点 J3 区 SH6 は、第一厩（厩舎）の南に位置する「水槽」に比定される。

　A 地点と B 地点にまたがって確認された溝状遺構 A 地点 H1 区 SD3 と B-2 地点 H13 区 SD6 は、

大正末年頃の部隊を記したと考えられる「旧広島城郭内各部隊配置図」 １２）や、昭和 10 年度の部隊

改編時の状況を記した「昭和 10 年 12 月 1 日付改編後建物使用区分要図」では、当該地において

は比定される図示表現がされていない。しかしながら、明治 30 年頃の部隊配置状況を記している、

水道新設工事の設計図である「広島城内其他各営内水管線路平面図」１３）をみると、この溝が部隊

境界として表現されている。このことから、恐らく大正 12 年に輜重兵第五大隊が北域に拡張した

段階で、部隊境界としての機能を喪失したことで暗渠化したか、埋められた可能性が想定される。

ただし、この溝には、南北方向から土管や石製溝が取りつき、この土管や石製溝は昭和 20 年（1945）

まで排水施設として機能していると考えられることから、同様に被爆時まで排水溝として機能して

いたと考えるのが適正といえる。

　一方、B 地点の東端部で確認された溝状遺構である B-2 地点 H16 区 SD9 ①～④については、部

隊配置を示している、「旧広島城郭内各部隊配置図」や、昭和 10 年度の部隊改編時の状況を記し
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た「昭和 10 年 12 月 1 日付改編後建物使用区分要図」のみならず、明治 30 年頃の部隊配置状況

を記している「広島城内其他各営内水管線路平面図」においても表現されており、明治 18 年以降

施設が整備されていくが、これらの遺構の構築時期はこの年代まで遡る可能性がある。

　以上記してきた各施設の建造年代を考えると、相対時期ではあるが、明治 21 年に当該地に移転

してきた輜重兵第五大隊が北に拡張する大正 12 年度よりも以前に建造されたものと、大正 12 年

度の拡張以降に建造されるものに大きく分けられる。また、後者においては、移転後速やかに建造

されたものと、昭和 10 年度の部隊改編以降に建造される比較的歴史が浅いものがある。この昭和

10 年度の組織改編時にあたっては、廃絶する施設が認められるが、先述したとおり、これらは近

代 2 面として取扱うものである。

　この場合、前者には、A 地点 I1 区 SB12、同地点 M2 区 SB15、同地点 M3 区 SB16、B-2 地点

I13 区 SB13 区 SB3、同地点 K13 区 SB13 区 SB4、同地点 H15 区 SB1、B-3 地点 O16 区 SB1 及び

P16 区 SB2、B-2 地点 K15 区 SH5 があり、後者には A 地点 D1 区 SB5、同地点 D2 区 SB7、同地

点 E2 区 SB10、同地点 E1 区 SB9、B-1 地点 D13 区 SB1、同地点 D15 区 SB5 がある。

　ところで、投下前の昭和 20 年 7 月 25 日に米軍が撮影した航空写真１４）と、投下直後の昭和 20

年 8 月 8 日に米軍が撮影した航空写真１５）
　　　の比較により、われわれはこの部隊が昭和 20年 8月 6

日の原子爆弾の投下によって一瞬にして廃墟化した状況を目の当たりにすることができる。こうし

た被害状況は、３か月後においてもほとんど変わらないことが、この場所付近を撮影した航空写真

でも分かる１６）。しかし、発掘調査の過程では、被害、被爆を伝える、熱線を受け表面が泡状に被

覆した屋根瓦や、高熱のため変形した陶磁器やガラス容器や、炭化した建築部材の検出はほとんど

認められなかった。このことは、「現代面」の項で述べたとおり、この調査地点では昭和 21 年か

らは公設の応急簡易住宅の設置がはじまり、被災した建築材や器物は撤去させられたことを示すも

のである。

　この状況は、名勝平和記念公園内遺跡と大きな相違点である。すなわち、名勝平和記念公園内に

おいては、令和 4 年に開館した旧中島地区『被爆遺構展示館』１７）の状況をみるまでもなく、追悼
記念館建設時の状況１８）や、平和記念資料館耐震工事に伴う発掘調査１９）、レストハウス改修工事に
伴う発掘調査２０）が示すように、被爆により被熱した瓦、ガラス、陶磁器類や、炭化した建築部材

が多数確認されている２１）。

〇近代２面

　昭和 20 年（1945）8 月 6 日までに廃絶され地中に埋没している遺構群である。前述した近代 1

面の遺構群のなかには、近代 2 面とする遺構群と同時期に建造、機能していたものが存在するが、

ここでは被爆直前までに機能を失い、廃絶し、地中に埋められた遺構群を近代 2 面とするもので

ある。厳密にいえば、この近代 2 面とする遺構群については被爆遺構に該当しない。

　標高は北高南低で、北側が 2.8 ｍ～ 3.0 ｍ、南側が 2.5 ｍ～ 2.7 ｍを示す。

　明治 4 年（1871）8 月に明治政府によって広島城内に鎮西鎮台第一分営が設置され、明治 6 年

（1873）1 月の第五軍管広島鎮台への昇格を経て、明治 21 年（1888）5 月に第五師団に改組される。
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の渡り廊下で結ばれた、東西方向 2 棟の建物の存在が認められる２３）。この「輜重廠」は、明治 23

年から明治 30 年までこの地に存在し、その後歩兵方面と統合して陸軍兵器支廠と改称、大正 12

年に輜重兵第五大隊がこの敷地まで拡張するまで存在している。このことから、この施設は、「輜

重廠」か、それよりも以前に設置されていた工兵営（明治 18 年竣工）に関連する建物の可能性が

あるが、遅くとも大正 12 年の輜重兵第五大隊拡張時までには廃絶されたと推定される。

　A 地点 M1 区 SB23 については、該当位置に旧遺構の存在を窺わせる資料が見つからなかった。

約 10 ｍ×約 5 ｍの区割りを持つ建物と推定される。輜重兵第五大隊が移転する明治 21 年よりも

古い、「工兵営」の施設の一部である可能性が考えられる。

　各施設の建造時期は不明であるが、存続期間が判明す

るものとしては、輜重第五大隊内の施設として遅くとも

明治 26 年時には建造されていて、昭和 10 年の組織改

変時に廃絶しているものが、A 地点 K1 区 SB22 と B-2

地点 M13 区 SB5 である。

　また、B-1 地点 D13 区 SB3 と同地点 F13 区 SB4 は南

北方向の渡り廊下で結ばれた建物が想定されているが、

この施設については、大正時代以降の部隊配置図には確

認することができなかった。しかしながら、明治 30 年

当時の部隊配置状況を示すと推定される、水道管新設工

事設計図面である「広島城内其他各営内水管線路平面図」

において、「輜重廠」と記している敷地内に、南北方向

第 170 図　広島城内其他各営内水管線
路平面図23）（一部）（〇箇所）
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当該地には遅くとも明治 18 年（1885）には「工兵営」が竣工していることが確認できる。上限

としては、この地に陸軍施設が竣工する明治 18 年とすることができる。

　近代１面において記したように、近代の遺構については、輜重兵第五大隊が北に拡張する大正

12 年度よりも以前に建造されたものと、大正 12 年度の拡張以降に建造されるものに大きく分け

られる。また、後者においては移転後速やかに建造されたものと、昭和 10 年度の部隊改編以降に

建造される比較的歴史が浅いものがある。こうした過程のなかで、部隊拡張や組織改編時に施設の

廃絶や移転、改修が行われており、この廃絶した施設をひとまとめとして、近代 2 面とする。た

だし、建造時期や機能時期、廃絶時期は各施設それぞれであり、同時性はあえて不問としている。

A 地点 K1 区 SB22（その附属施設である SH8・SH9 を含む）は、馬糧庫に該当する同 L1 区 SB13

の下部から建物基礎箇所が検出されていることから、この段階のものに該当する。同 M1 区 SB23

の構築に伴う布基礎に割栗事業痕跡についても、M2 区 SC4、M2 区 SB15、M3 区 SB16 下から検

出されたもので、同様に一段階古い時期の遺構である。

　B-1 地点 D13 区 SB3、F13 区 SB4 や、D15 区 SB6、B-2 地点 M13 区 SB5（附属施設の SK17 ～

SK20 を含む）、同 M16 区 SB6 についてもこの段階のものである。
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〇近世１面

　当遺構面は、おおむね江戸時代後期から幕末までの遺構面と位置付けられる。

　標高は概ね 2.3 ｍ～ 2.5 ｍを示す。

　江戸時代は、織豊期に広島城を築城した毛利輝元にかわり、慶長 6 年（1601）福島正則が入城し、

元和 5 年（1619）に浅野長晟が入城、以降廃藩置県まで、およそ 250 年浅野氏が藩主として統治

する。毛利期における広島城郭内の状況についてはあまりよくわかっていない２４）。毛利期の城郭

と伝えられる「芸州広島城町割之図」については江戸時代の城郭絵図とは異なる。江戸時代以降、

福島期の絵図は存在していないのでよくわからないが、遅くとも浅野氏が入城した段階では、当該

地を含むいわゆる「西の丸」はのちに小姓町と呼称される屋敷地として整備されている。

　浅野期の絵図資料において、西の馬出しの箇所との位置関係から、おおよその位置は推測される

が、絵図のデフォルメが著しいため屋敷地の特定は非常に難しい。

　江戸時代において「小姓町」と称された、調査対象地を含む城郭内には、明治に入り、新政府は、

明治 4 年（1871）に鎮西鎮台第一分営を配備し、明治 6 年（1873）1 月には鎮西鎮台第一分営は

第五軍管広島鎮台となる。しかし、この時点においても広島城郭内の士族の屋敷の立退きは思うよ

うに進んでおらず、明治 13 年（1880）１月に陸軍参謀本部は全国存城 43 か所のうち、未だに官

民雑居状態にある城として、広島、松江、丸亀、宇和島、姫路、津、厳原の 7 城を報告する２５）。
この時点で旧小姓町２６）には多くの士族の屋敷が残っていたようである。軍としては、まずは士族

の屋敷以外の建物の取り壊しから着手し、同年 7 月に工兵第五方面本署が広島城内旧小姓町にあ

る空庫と脚気患者養生所の取り壊しを届け出ている２７）。明治 15 年（1882）2 月の「参火第 107

号付図陸軍所轄広島城郭」では、依然旧小姓町一帯は 「士族邸地　今般返スベキ地」に色分けされ

ている２８）。このことから、当遺構面を幕末までとしているが、正確にはこの期の上限は、士族の

屋敷の立ち退きが完了し、工兵営の竣工が行われた明治 18 年（1885）となろう。

　発掘調査の結果、近世遺構面の多くは、工兵営以降、陸軍施設が整備された結果、これに伴って

整地、施設が建造、整備されていく過程で削剥されている状況が窺われた。残存する遺構の多くは

地中深く掘り込まれたもので、井戸跡や溝状遺構などに限定される。

　「参火第 107 号付図陸軍所轄広島城郭」と、広島城郭内を表現した絵図資料のうち、明治初期に

記された「表小姓町中小姓町裏小姓町西御門外三軒屋敷辺」（7 頁第 3 図）29）との比較のうえ、当
該調査地点をレイヤリングすると、概ね A地点は「中小姓町」内の一部、B地点が「表小姓町」内
の一部に位置づけられる３０）。
　このうち近世１面において確認された主な遺構をみると、A 地点では、溝状遺構、井戸のほか、

土坑、ピット群のほか、畝状溝群が確認されている。B 地点では、井戸、土坑、ピット群のほか、

土器を埋納したと想定される遺構が確認されたが、A 地点に比べ遺構の残存状況は悪く、現状では

点在する状況にある。

　これら確認できた主な遺構についてみていくと、大きくは調査区の区画割に沿うもの（パターン

A）と、ほぼ方位に沿ったにもの（パターン B）に分けられると指摘できる。

　パターン A で特に注目される遺構は、A 地点の中間で確認された A 地点 I1 区 SD16 である。こ
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の遺構内外で確認された石積列（I1 区 SW10）とその北側に設置された柱穴列（I1 区 SA1・SA2）

は「築地塀」跡と推定され、同遺構の南半部は雨落ち溝として機能していたと考えられる。

　このほかにこれと軸方向を同じくするものとしては、北側では SS 群がある。これらは一部削剥

箇所が存在するが、梁間 2 間、桁行 13 間以上の礎石建物と想定される。梁間の柱間は約 2 ｍ、桁

行の柱間は約 1.8 ｍである。

　また、南側では石列 J2 区 SW4 があり、ほぼ並行に配石されている。築地塀に伴う雨落ち溝か

ら約 7.5 ｍ南に位置する。西半分は未確認であるが、本来は延びていた可能性がある。

ちょうどこの幅約 7.5 ｍの範囲は遺構が希薄場所となっていることから通路の可能性がある。この

場合、通路幅は凡そ 4 間となる。それよりも以南については可能性が指摘できるが確実に施設と

して成り立つものはほとんど認められなかった３１）。
　パターン B に該当する遺構としては、築地塀の北側では D1 区 SX1 が位置し、南側では石列（K3

区 SW6）や、これに直交する石列（K2 区 SW5・SW9、K2 区 SW7）が位置する。後者は幅約 1.9

ｍで並行して並ぶことから通路が想定される。また、K2 区 SA3 柱穴列は、幅約約 1.65 ｍで平行

して並ぶ。また L2 区で確認された SP 群 1-1 ～ 1-7 は 2 間 2 間の総柱の掘立柱建物が想定されるが、

ほぼ同位置で確認された L2 区 SE13 に一部削剥されたと推定された。調査区南端で確認された O2

区 SK233、同 SK234、同 SK235、同 SK232、同 SK236 は大型の楕円形土坑は、南側は調査区外

となっており全貌が把握できていないが、柱穴列と想定され、その規模から比較的大型の構造物が

考えられる。このほか、構造的に D1 区 SX1 と同様な検出状況を呈する、M1 区 SX2 ～ O2 区 SX9

については、同様な性格が考えられる３２）。
　両パターンに当てはまらないものとしては、北側で確認された矩形状を呈する溝状遺構 D1 区

SD11、E3 区 SD13 があるが、屋敷内の区画溝的な性格を持つと考えられるものの具体的な目的は

不明である。ただし、D1 区 SD11 については、底部に割栗石混じりの玉砂利が敷かれていたが、

屈折箇所には一部木杭が残存する柱穴列が二列検出された。この位置には礫が認められず、ゴミ溜

め用として設置されたものと想定されるが、橋脚が架構されていた可能性もある。

　同様に井戸跡も規則性を見出すことは困難である。築地塀よりも北側では 1 基、南側では、南

北 約 30 ｍ の 範 囲 内 で 14 基（ 北 か ら SE3 、SE4、SE5、SE2、SE7、SE8、SE9、SE6、SE11、

SE12、SE13、SE10、SE14、SE15）が確認されたが、大きく J2 区～ K1 区にかけての 7 基のグルー

プ、K3 区 SE9 の１基、L2 区の 3 基のグループ、そして L2 区～ M3 区にかけての 3 基のグループ

の、凡そ 4 か所に分けられる。なお、湧水する井戸の水質調査を実施した結果をみると、１グルー

プが同一の水質を有するものもあれば、複数のグループにまたがって同じ水質なものが認められた

（第 2 分冊Ⅶ A・B 地点 自然化学分析 8）。特に後者については、同一線上に掘削されており、水質

の面では近しいことから、同一水源を利用した井戸と推定される。

　一方 B 地点では、井戸、土坑、溝などが確認されているが、全体的に遺構の検出状況は散在す

る状況であるとともに、近代以降の整備により削剥されている状況にあった。このなかで、井戸が

北端部に１基、中位に 4 基、南側 3 基と複数確認された。

　なお、当該地は屋敷地ではあるが、屋敷と推定される建物の存在は未確認であった。生活に関係
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する井戸跡が確認されており、これらの位置に遠くない調査区外の位置に存在していると思われる。

この井戸が集中する区域には、近代以降、水道管が設置されるまでは、輜重第五大隊に係る馬用の

水飲み場であったり、兵士の炊事場であったり、上水を必要とする施設が構築される。こうした水

源を意識したうえでのものと考えられる。

〇近世２面

　江戸時代前期から中期までの時期であるが、基本的に近世１面の下層で確認された遺構群である。

　標高は A 地点では概ね 2.1 ｍ～ 2.2 ｍ、B 地点では概ね 1.9 ｍ～ 2.1 ｍを示す。

近世 2 面も、近世１面同様ほどではないが、屋敷割の変更等に伴って削剥があったと想定され、

遺構の残存状況は全体的に悪い。

　近世 1 面同様、検出した遺構の軸方向が判明できるものとしては、A 地点 SD49、D50 以外は、

ほとんどの遺構の軸方向は調査区に沿ったものである。

　主な遺構としては、現状矩形に屈折する溝として A 地点 D1 区 SD30、同 SD33、D3 区 SD34、

同 SD35 があるが、屋敷区画溝と想定される。ほぼ同時期に掘削されたものと考えられる。

　このうち SD33 には、その南側溝西側に沿って SS 群 2-1 ～ 2-10、2-12・14・15 の礎石列があり、

約 1.5 ｍ～約 1.8 ｍ間隔で認められた。塀に伴う柱群と考えられ、SS 群 2-11,SS 群 2-13,SS 群

2-16 は控柱とも考えられる。

　A 地点 I1 区には、近世 1 面において築地塀と想定した A 地点 I1 区 SW10 と I1 区 SA1、SA2 及

び I1 区 SD16 の下層にて、SD42、SA5、SA6、SD40、SD41、SD44 が確認された。報告では、

SD42 と SD40 の間の SA5 及び SA6 は塀であり、溝については雨落ち溝という性格が考えられ、

SD41、SD44 についても、塀の痕跡は未確認であったが同様な性格が想定されている。

　矩形溝と、この塀との区画範囲内には、塀と軸方向を同じくする礎石列 SS 群 2-17・22・24・

26・28 がほぼ約 1.2 ～ 1.5 ｍ間隔で確認されたが、何らかの柵列状のものが考えられる。約 1 ｍ

北に平行する礎石列 SS 群 2-27、SP114、SS 群 2-23 は、控柱と捉えられる。

　さらに同様な遺構としては、SS 群 3-1 ～ 3-5 及び SP ⑤があり、1 間× 2 間の礎石建物が想定さ

れる。桁行は約 4 ｍ、梁間は約 2 ｍである。これに接する位置には、土層観察により常時集水さ

れた状態であったと考えられる、不成形状を呈する A 地点 H2 区 SG1 が位置するが、この遺構は

幅約 2m 程度の規格の土坑と、幅約 4m 程度の規格の土坑が幅 60 ㎝～ 70 ㎝程度の溝でつながっ

たもので、遺構の高低差から、遺構の北東側から取水し、中央部に設けられた溝を介して東側から

西側へ至り、南西方向へ排水されていたと想定される、池状の遺構が想定されるものであった３２）。
北側で確認された礎石建物は、東屋的な性格が想定される。
　塀の南側では、近代 1 面と大きく様相を異にし、全体的に遺構が散在する状況にある。土坑や、

溝状遺構、ピット群が存在するが、明確に性格が判明するものは少ない。

　近代２面についても、塀の南側には約７ｍの遺構希薄区域があり、この時期から屋敷地としての

区画がならされ、その南側には通路として成立していたと推定される。

　なお、南側においては軸方向を沿った遺構は L1 区 SP 群 2 ほか一部に限定される。この L1 区
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SP 群２は L1 区 SE16 に伴う井屋などが想定される。

　井戸は、L 区～ M 区でまとまって確認されたが、分布状況では西側と、東側で大きく分けられる。

ただし、水質調査では、M2 区 SE19・SE20 は同一水源でよいが、M2 区 SE18・SK308 は、L3 区

SE16 と同一水源と推定されており、北西－南東方向の水脈の存在が想定されている（第 2 分冊Ⅶ A・

B 地点 自然化学分析 8）。

　一方で、方位方向に沿った遺構としては、調査区南端で確認した遺構群がある。溝状遺構は 2

条で、いずれも平底を呈するものである。この溝状遺構は、I 区の塀からは約 54 ｍ南、さらに北

域で確認された矩形を呈する溝状遺構のうち D1 区 SD33 からは約 110 ｍ南に位置する。前者では

「半丁」幅、後者では「一丁」幅となる。2 条の溝状遺構のうち、南側 O2 区 SD50 の南側に沿っ

て確認された大型のピット群は一直線上に並ぶため、柵列の可能性があるが、規模的には大型の建

物基礎の可能性もあろう。

　一方 B 地点では、A 地点に比べ、遺構の攪乱状況の割合が高い状況にあった。確認できた遺構と

しては溝状遺構、土坑、ピット群、畝状遺構が認められた。これらの遺構で、軸方向が分かるもの

は、すべて調査区割に沿ったものである。

　このうち溝状遺構 L14 区 SD19 はやや屈曲するものの、なんらかの区画溝が考えられる。これ

から約 36.5 ｍ北側にはピット群 H14 区 SP 群 2（SP43 ～ SP46・SP49）があるが性格は不明であ

る。また畝状遺構 J14 区 SX4、K14 区 SX5、L14 区 SX6 は、近世 1 面とは異なり、調査区割に沿っ

たものとなっている。

　なお、特異な遺構としては、B-1 地点 D14 区 SU 群があり、土師皿が 3 か所に群集して検出され

たものである。3 か所に一括埋納されたものと考えられ、西側造成時の地鎮祭祀痕跡と想定される。

○近世３面

　広島城築城期前後の遺構群及び自然形成箇所である。A 地点を中心に確認されたもので、本調査

において、最終確認遺構面である。

　標高は、概ね標高 1.8 ｍ～ 2.0 ｍを示す。この上面が基盤層と捉えられる。

　上層からの攪乱が顕著で、性格が判明できる遺構は少なく、わずかに溝状遺構群、土坑のほか、

自然形成の痕跡が確認されている。

　溝状遺構群は、調査区南端部で確認されているが、近世 2 面 O2 区 SD49、SD50 によって削剥

されるとともに、同じく近世 2 面 O2 区 SK315 ～ SK319、O3 区 SK322 についてもその上面から

掘り込まれているものである。これらは東西方向を軸方向とする SD57、SD61 以外は、いずれも

軸方向を南北方向にとっている。これらは堆積土がほぼ同一であることから、同一時期に掘削され、

埋められたと想定される。ただし、これらの性格は不明である。

　また、調査区北側で確認された土坑には底部にシダ類が突き固められている状態であった。いわ

ゆる「粗朶沈床」３３）と呼ばれる、地盤改良と考えているが、当遺構のみであり、調査区外の西側

にも点在している可能性がある。

　なお、この土坑付近において、自然形成の痕跡（恐らく自然流路と考えられる）の箇所が 3 か



所確認されている。これらは当該地における基盤層と捉えているが、検出した炭化材等による放射

性炭素年代測定により、15 世紀中頃もしくは後半から 17 世紀前半の歴年代を示している（第 2

分冊Ⅶ A・B 地点自然科学分析 2）。この基盤層は T.P.1.4 ｍ付近を示し、基盤層を形成する堆積層は、

「偽礫が多く混じる淘汰不良の堆積層で、層相から、客土や盛土などの人為的堆積物と考えられる。

堆積層の層相と年代値から、A 区では近世の遺構確認面以前に、何らかの人間活動が既に行われて

いた可能性がうかがえる。」という見識結果が示されている。

　また、上記のように A 地点では自然流路も確認されていることから氾濫原は完全に埋積されて

おらず、さらに付近の太田川などから洪水が間欠的に流入するような不安定な堆積環境下にあった

と考えられる。恐らく「A 地点は流路に近い領域で発達した自然堤防上に位置していた」と推定さ

れるものである。

　一方、A 地点の約 150 ｍ東に位置する B 地点では、近世の遺構確認面下においては、安定した

土壌発達を示すとの結果が得られ、太田川の現流路に相対的に近い A 地点との様相の相違を示し

ている。

　ところで、今回の調査区域から約 1 ｍ東に位置する広島城跡上八丁堀地点では、調査区の基盤

層は、BC：紀元前 10 世紀末～ 9 世紀末の年代値が示されており、干潟潮上帯を示す環境指標群と

同じ種類の珪藻が多産する結果が得られている３４）。広島城郭内において、太田川の現流路に離れ

れば離れるほど河川堆積物の埋積時期、すなわち三角州平野の発達時期が古い時期に進行した可能

性が高いと考えられる。

　以上のとおり、サッカースタジアム建設工事に伴って実施した発掘調査において、当該地におけ
る、広島城築城期前後の自然環境から、近世広島城に関連する武家屋敷跡、近代の旧陸軍に関連す
る施設跡、また被爆後の応急簡易住宅跡までの、歴史的な流れを確認することができた。
　なお、このうち旧陸軍施設には、被爆遺構という観点からいえば、戦後の復興期、混乱のなかで
施設の直上に住宅が建設されていることなどに伴い、随所で破損・削剥・改変が認められ、遺構と
して残存状況は決して良好なものとは言えなかったのは見てきたとおりであり、被爆当時の状況は
窺うことができなかった。
　
注

（ 1 ）戦争呼称について、「第二次世界大戦」「太平洋戦争」「大東亜戦争」などが散見されるが、本報告では、広
　　く一般に普及している太平洋戦争を使用する。
　　（笹山晴生・佐藤信・五味文彦・高埜利彦（ほか 12 名）『詳説日本史 B』山川出版社（平成 28 年（2016）3
　　月 18 日文部科学省検定済））山川出版社発行『詳細日本史 B』においては、「第二次世界大戦の重要な一環を
　　なす太平洋戦争」と記載する。
　　なお、庄司潤一郎氏はイデオロギー性の否定を条件として、「大東亜戦争」もしくは「アジア・太平洋戦争」
　　の使用を検討するのが適切とするも、「イデオロギー性の否定」は現在のところ難しいと考える。（庄司潤一
　　郎「日本における戦争呼称に関する問題の一考察」『防衛研究所紀要』第 13 巻第 3 号　防衛省防衛研究所　
　　2011 年）

（ 2 ）昭和 20 年（1945）9 月 4 日付「罹災都市応急簡易住宅建設要綱」が閣議決定し、全国の被災地において、「応
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　　急簡易住宅」が建設されていくことになる。ここでいうところの「応急簡易住宅」についてはあくまでも「罹
　　災都市応急簡易住宅建設要綱」の下で建設された公設のものを指す。
　　なお、広島市においては、昭和 21 年に復興局が設置され、すでに同年 11 月 1 日付で「中央公園」化が決定
　　していた敷地内において、昭和 21 年 6 月から戦災者のための緊急住宅対策として公設の「応急簡易住宅」の
　　建設がはじまる。
　　昭和 31 年頃には公園一部を割愛し「基町中層住宅計画」の策定、公営受託の立替工事が進められる。また昭
　　和 43 年までに中層住宅が完成し、「応急簡易住宅」の取壊しが一層加速と思われる。なお、既に昭和 22 年
　　の段階でも増築の状況が確認することができ（資料 A）、昭和 50 年頃の当該地の状況を撮影した画像を見る
　　 限りでは（資料 B）、オリジナルなものはほとんどないと言って良い。
　　・資料 A：昭和 22 年の画像資料（高橋衛監修『被爆 50 周年図説戦後広島市史街と暮らしの 50 年』広島市
　　　公文書館 1996 年所収航空写真（昭和 22 年 3 月英連邦空軍広報担当カメラマンジム・マンシー軍曹撮影）
　　・資料 B：昭和 50 年頃の画像資料（広島市公文書館所蔵梶川祐治氏撮影資料）

（ 3 ） 「基町地区活性化計画－資料編－」（広島市ホームページ）
　　 https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/123356.pdf#
　　住宅不足解消のため、昭和 31 年（1956）に、「公園の一部を割愛し「一団地の住宅経営」（現在「一団地の
　　住宅施設」）地区として都市計画変更がなされ、木造公営住宅の建替えが実施され、昭和 43 年度（1968）ま
　　でに市営住宅（基町アパート中層棟）630 戸（現在 615 戸）と県営住宅 300 戸の耐火構造の中層住宅団地が
　　建設され」たことは、公設の応急簡易住宅の解体等に拍車をかけたものと考えられ、一部を除いて遺構の大
　　半が点在する状況であることと何らかの関係があると思われる。

（ 4 ）この「罹災都市応急簡易住宅案内図」は、個人のホームページにおいて拝見した。画像によれば、冊子の表
　　紙に神田区役所名の貼り紙がされている。この冊子は、昭和 20 年（1945）9 月 4 日付「罹災都市応急簡易
　　住宅建設要綱」の閣議決定に伴って、発行されたものと想像され、全国共通マニュアル冊子だった可能性が
　　ある。この想定が正しければ、全国統一規格でこの一環として広島においても建設されたと考えられる。
　　H．P.『信州戦争資料センター』（https://note.com/sensou188/n/nea2a4aae0e3a）

（ 5 ）広島市公文書館において所蔵されている、梶川祐治氏が撮影された、拡張した簡易住宅の東側に出入口が設
　　置されている。（資料番号：ky1_1_002_013_003.jpg）

（ 6 ）峠三吉著『原爆詩集』（2016 年岩波文庫版　岩波書店）所収の「ある婦人へ」で記された、「水飼い場の石
　　畳をうろつく輜重隊あとのバラック街」がどの残存した遺構を示すのか不明であるが、B-2 地点 K16 区 SH5
　　については、遅くとも昭和 51 年頃までには上部に存在した水槽が残存しており、この遺構であった可能性も
　　考えられる。
　　注 5 資料で確認した。（資料番号：ky002_11_018.jpg）

（ 7 ）明治 18 年に工兵営が設置される段階まで遡ることも可能であるが、工兵営の施設と推定されるものとしては、
　　近代 2 面で記述するように A 地点 M1 区 SB23 がある。遅くとも明治 21 年の輜重兵第五大隊移設の段階で　
　　すでに機能停止していると考えられる施設であり、昭和 20 年まで存続する施設は存在していないと考える。

（ 8 ） 東洋経済新報社編『防空壕の実際知識』1941 年
　　これによれば、A 地点 E1 区 SB8 は地下式防空壕で「大型両側席」に該当する。なお、B-1 地点 E14 区 SB8
　　は、内部から炭化した角材や板材等構造と、三八式歩兵銃や革製弾薬盒等軍需物質が出土していることから
　　倉庫という性格を想定しているが、防空壕の可能性も考えられる。

（ 9 ）JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.C01004141700、昭和 10 年軍備改変要領並に陸軍平時編制中特別
　　規定実施状況の件（防衛省防衛研究所）所収「昭和 10 年 12 月 1 日付改編後建物使用区分要図」

（10）JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.C01001016500、昭和 2 年広島旧大本営史績指定に関する件（永存
　　書類甲輯第６類）（防衛省防衛研究所）所収「旧広島城郭内各部隊配置図」

（11）注 9 に同じ。
（12）  注 10 に同じ。
（13）「５督より 水道増設工事の件」JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.C07050740000、明治 30 年　「伍大
　　日記　６月」（防衛省防衛研究所）

（14）｢ 輜重兵第 5 大隊営庭敷地々平均の件 ｣JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.C03011932500、永存書類
　　乙集第 2 類第 2 冊、大正 13 年（防衛省防衛研究所）
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（15）国土地理院　米軍撮影　整理番号 USA5M335-9514（写真番号 51N）
（16）国土地理院　米軍撮影　整理番号 USA5M220-1142（写真番号 114W）
（17）広島平和記念資料館所蔵米軍撮影航空写真（資料番号 HG125-C）
（18）名勝平和記念公園内旧中島地区の『被爆遺構展示館』は、令和 4 年（2022）3 月 26 日に開館した。
　　　公益財団法人広島市文化財団『旧中島地区被爆遺構確認調査報告書』2020 年

（19）広島平和記念資料館企画展『よみがえる歴史の記憶－一瞬に消え去った爆心の町』2001 年
（20）公益財団法人広島市文化財団『名勝平和記念公園内遺跡広島平和記念資料館下地点』2020 年
（21） 公益財団法人広島市文化財団『名勝平和記念公園内遺跡レストハウス地点』2021 年
（22）近代１面の遺構群は、被爆遺構という一面を有するが、この被爆遺構の観点からも、再三記すように残存状
　　況は悪く、焼土、被爆を想起させる痕跡はほとんどなかった。そのため原爆被災の状況を確認する目的で、　
　　残留放射能（Ⅶ A・B 地点自然科学分析９を参照）及び敷石やアスファルト床面の熱線痕跡（Ⅶ A・B 地点　
　　自然科学分析 17 を参照）を実施したが、いずれも明確な結論を出すには至らなかった。このほか、被熱を窺
　　わせる石敷について、火災によるものか否かを検証する火災調査も行ったが、同様な結論となった。

（23）注 12 に同じ。
（24）毛利期の絵図と伝えられるものとしては、芸州広島城町割之図や毛利氏時代広島城下絵図が存在する。いず
　　れも江戸期に成立するものであるが、絵図の景観年代はほぼ築城当時に近いものという評価が光成準治氏に
　　よりなされている。しかし、二の丸や西の馬出しが描かれていないという、江戸期の広島城の姿と異なる。
　　よって、ここでは参考程度にとどめておきたい。位置的には、A 地点が児玉氏の屋敷群、B 地点が長左衛門大
　　夫、国司市兵衛の屋敷地が比定されると推測される。
　　光成準治：「広島城二の丸の築城時期についての一考察」『芸備地方史研究』233　芸備地方史研究会　2002
　　（『中・近世移行期大名領国の研究』歴史科学叢書 校倉書房 2007 年所収）
　　芸州広島城町割之図：山口県文書館所蔵
　　毛利氏時代広島城下絵図：『広島市史』附図　広島市役所　1923 年

（25）「参謀本部歴史草案 3　明治 13 年 1 月 5 日　広島城および他 5 城処分の件」JACAR（アジア歴史資料センター）
　　Ref.C15120002400、参謀本部歴史草案（1 ～ 3）　明治 4 ～ 13　1/29　（宮崎史料）（防衛省防衛研究所）

（26）江戸期に小姓町と呼ばれた地域は、明治４年（1871）に西町となり、さらに明治 20 年（1887）に基町に
　　改名される。

（27）「7_20　工兵第 5 方面本署広島城内旧小姓町在来空庫並脚気患者養生所取払御届」JACAR（アジア歴史資料
　　センター）Ref.C09070666800、明治 13 年　第 5 号新案　9　銃 7 月至 9 月（防衛省防衛研究所）

（28） 「参火第 107 号付図陸軍所轄広島城郭」JACAR（アジア歴史資料センター）　Ref.C09122468700、明治 15
　　年 2 月　陸軍軍事施設付属地図面書類（防衛省防衛研究所）

（29）「芸藩広島城下之要図」（広島市公文書館所蔵）
（30）デフォルメが顕著で屋敷地の比定は難しい。「芸藩広島城下之要図」のうち、「表小姓町中小姓町裏小姓町西
　　御門外三軒屋敷辺」に記載された屋敷地を例として、曲解を恐れずに比定すると、A 地点では、望月作允、　
　　妻木兵助、山下他人輔の屋敷地の一部が、B 地点では藤田清親、竹腰佐介、川村久衛、浅野政次郎の屋敷の
　　一部がそれぞれ該当すると推測される。

（31） SW4 の 2.5 ｍ南の SP22、SP27、SK119、SP31、SP56 は、さらに約 4.5 ｍに南においても SP69、SP70、
　　SP68 がほぼ同規模のピットが断続的であるが、東西方向に一直線上に並ぶものの、遺構として成り立つ場合
　　はせいぜい柵列のようなものが考えられる。また、M2 区 SK202、N2 区 SK227、N1 区 SD20 も同様に軸は
　　揃うが性格は不明である。

（32）広島城跡法務総合庁舎地点においても同様な遺構が確認されている（F2 区 SK ５）。本遺構同様に、類似し
　　た形状を呈し、掘方にそって石積みが認められ、「集水や排水施設の一部の可能性」が想定されている。　　
　　財団法人広島市文化財団『広島城跡法務総合庁舎地点』2009 年

（33）「粗朶」とは、直径数 cm 程度の細い木の枝を集めて束状にした資材のことで、根固め工として川底や川岸
　　が削られることや軟弱地盤への重量構造物による不同沈下を防げる利点があるとされる。

（34）株式会社パスコ編「広島城跡上八丁堀地点－広島合同５号館埋蔵文化財調査にかかる発掘調査報告書」国土
　　交通省中国地方整備局　2010 年
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２　厩に関する一考察　－馬房の大きさの変化－

　軍の厩には中央の通路を挟んで両側に馬房を配置する “中路複列式” と、厩の中央に通路がなく
壁を隔てて、馬房が厩の中心で向かい合う “中央対列式” の 2種類がある。中路複列式は、馬房の
馬の頭が厩の外壁に向き、中央対列式は馬房の馬の頭が厩の中央に向く。ゆえに、中路複列式の場
合、石製の排尿溝が中央の通路側に、中央対列式の場合は厩の外壁側に排尿溝があるのが特徴であ
る。（第 171 図参照）
　本遺跡でも、中路複列式の厩（A地点 I1 区 SB12・K1 区 SB22、B-2 地点 I14 区 SB3）が３棟、
中央対列式の厩（B-2 地点 K14 区 SB4）が１棟、攪乱が激しく馬房の形状が不明の厩（B-2 地点
M13 区 SB5）が１棟見つかっている。B-2 地点M13 区 SB5 の建物の南北規模は B-2 地点 K14 区
SB4 とほぼ等しく、中央対列式の厩であった可能性が高い。ここでは、本遺跡から出土した厩につ
いて、馬房の大きさから、建設年代について考察を行うこととする。
　江戸時代から明治時代へと時代が変わり、明治４年（1871）明治政府は近代軍隊として御親兵
を組織するが、それに先立ち明治３年（1870）10 月に兵学寮から『造厩法』が刊行され、それま
での武士の厩とは異なる西洋式軍隊の軍厩（騎兵厩）の構造が紹介されている。この『造厩法』に
記されている厩は、一列に配置する馬を 12 頭から 16 頭までとして、これを 2列配置する厩（”
中路複列式”）で、厩の幅は 10.18 ｍ、通路幅は 3.88 ｍで、馬房の長さは３.15 ｍ、隔材（隔木）
を懸ける場合は幅 1.26 ～ 1.30 ｍとなる。馬の首が向かい合う厩舎（“中央対列式”）の幅は 9.08
ｍで、馬の背後にそれぞれある通路幅は 1.94 ｍ、馬房の長は 2.81 ｍ、隔材（隔木）を用いる場
合の幅は 1.26 ～ 1.50 ｍとなる1）。ここで紹介されている厩は２階建てで、厩の短辺両端と長辺の
中央に出入口を作る。厩内には磚石を敷き、自然の石版を用いるのが良いとしている。
　明治 29 年（1894）６月に刊行された陸軍乗馬学校教本『馬匹衛生学　完』では、軍馬の馬房
の大きさは一様ではないが、建設中の軍馬の馬房の長さは 3.0 ～ 3.2 ｍ、幅は 1.2 ～ 1.7 ｍとの記
載が見られる。なお、二列厩（“中路複列式”）の中央通路の幅は 2.8 ｍ（馬車や乗馬や繁殖馬の場
合は 20～ 80cm増やす）。櫪床（うまやの床）については、叩土（タゝキ）櫪、木材櫪、甃（シ
キイシ）櫪、煉瓦櫪、セメント櫪、土瀝靑（アスファルト）櫪の 6種類が紹介されている。
　明治 38年（1905）6月に留守近衛師団から発せられた「厩舎馬房隔木取除きの件」 2）では、近
衛騎兵連隊を除く連隊の厩舎馬房の間口が、5尺もしくは 5尺 5寸（1.51 ｍか 1.67 ｍ）と狭く、
馬が夜間臥して寝るには狭いため、馬房の隔木を取り除く許認可申請がなされている。こうした背
景には、明治時代に入り陸軍は体格の良い体高（地表から馬の背までの距離）が 4尺 5寸（1.36 ｍ）
以上のものを軍馬として採用するが、海外の軍馬とは第 39表のように体格に歴然とした差があっ
たため、日清戦争以降、日本の軍馬の能力向上のため馬種改良が積極的に行われた結果、第 40表
のように日本の軍馬の体格が大きくなり、それに対応して厩舎の馬房の大きさも広くする必要が
あったと思われる。
　明治 40年（1907）3月に刊行された陸軍獣医学校編纂の『軍馬衛生學特論』を見ると、厩の幅
は中路複列式では 9.9 ｍ、中央対列式では 11.2 ｍで、長さは馬房の数によるとあり、厩の通路は
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中路複列式では 3.7 ｍ、中央対列式では 2.5 ｍで、通路はアスファルトを用い、アスファルトにし
ない場合は堅牢な磚もしくは花崗岩を敷き、緻密なセメントで接合する。また、厩の出入口は、中
路複列式では 4か所以上で幅が 3.7 ｍ、中央対列式では 6か所以上で幅が 2.5 ｍとする。そして、
馬房の長さは 3.1 ｍ、幅は 1.7 ｍを最下限とすると記載があり、それ以前の馬房よりも幅が大きく
なっていることが分かる。床は、アスファルトを用いるのが最良で、良質の磚石やセメント等も良
い。従来の櫪床とする場合は、木板の厚さ約 7cmとして、汚水を地下に浸透させないようにする
ため床下に石灰と砂礫を 10cm敷くと記載がみられる。
　広島においても明治 45年（1912）7月、第五師団隷下の各部隊の厩馬房の攊板をアスファルト
敷に模様替えする工事を目下実施中である旨が書かれた記録も残っている3）。A 地点 SB12・SB22
の馬房部分には床面を作り替えた可能性が考えられた。
　大正 3年（1914）5月に刊行された『応用馬匹衛生学』においても、厩の各寸法は『軍馬衛生
學特論』と等しい数値が記載されている。この中で、中路複列式の厩については、馬の監視はしや
く、経済的に建設もできるが、伝染病発生時には、病毒が拡散しやすい点を指摘している。厩の通
路は多くは土間であるが、花崗岩、アルファルトを用いた厩があることも紹介している。厩床とし
ては、アスファルトを用いるのが最良で、良質のセメントがこれに次ぎ、木板は浸透性に富むため
衛生上嫌忌すべきものとされ、最近の軍厩では広くアスファルトを用いるようなってきたと記され
ている。
　大正 3年 12 月に刊行された陸軍省編纂の『馬事提要』4）では、厩 1棟の馬房の数は 80 頭以下
とし、馬房の長さは 1間 4尺（3.0 ｍ）、幅は 5尺 5寸（1.7 ｍ）が最下限で書かれており、やは
り『軍馬衛生學特論』と近い数値となっている。馬を扱う兵隊の教科書とも言えるこの文献におい
て、中路複列式を中央廊下複馬房式と称しており、中央対列式の厩の名称は出てこない。この頃か
ら中路複列式（中央廊下複馬房式）厩に軍厩は一本化されてきたのかも知れない。
　昭和 10年（1935）7月に作成された歩兵第 74連隊厩新築設計図を見ると、馬房の長さは 3.0 ｍ、
幅は 1.7 ｍで、厩の床と馬房の床はいずれもアスファルト塗りとなっている。（第 172 図参照）
  本遺跡で検出された中路複列式の厩（A地点 I1 区 SB12・K1 区 SB22、B-2 地点 I14 区 SB3）の
馬房の規模は長さが 3.0 ～ 3.05 ｍ 5）、幅が 1.5 ～ 1.55mで、明治 29年刊行の『馬匹衛生学　完』
に記された寸法に近く、馬房の幅 1.7mを最下限とする以前の設計であることが分かる。中央対列
式の厩（B-2 地点 K14 区 SB4）の馬房の規模は、長さ 3.1 ｍ、幅 1.7 ｍなので、この数値だけでは
建築年代を比定することは難しいが、明治 30 年（1897）の陸軍の図面6）には、B-2 地点 K14 区
SB4 の位置に大型の建築物が描かれており、SB4 の下部から建て替えの痕跡も確認できていないこ
とから、輜重隊がこの地に移転してくる明治 21年（1888）から明治 30 年（1897）までの間に
建設されたことが推測できる。他の厩も同様で明治 30年の陸軍の図面には描かれているので、明
治の中頃までには建設されたと考えられる。
　軍馬を扱う部隊においては、軍馬の増減により厩の増築、減築が繰り返されている。輜重兵第五
大隊は大正 9年（1920）、軍備拡張に伴い、1個中隊が増員され、1個中隊から 3個中隊となるが、
大正 11年（1922）の山梨軍縮（陸軍大臣 山梨半造による装備近代化のための軍制改革構想）に



おいて、再び 1個中隊を減ぜられている。輜重隊の場合、中隊の増減は軍馬の増減に直結する。
大正 14年（1925）の宇垣軍縮（陸軍大臣 宇垣一成による部隊廃止によって経費を捻出し、浮い
た経費で軍備近代化を図る構想）では、全国で 4個師団が解体され、それに伴い輜重兵大隊 4個
も解体しているが、広島の輜重兵第五大隊は解体を免れている。宇垣軍縮では、部隊の解体などで
浮いた経費の一部で陸軍の装備の近代化が図られ、輜重兵第五大隊も初めて自動貨物車 4両の配
当を受けている。こうした部隊の組織改編の中で、厩の取り壊しが行われたと思われる。大正末頃
に描かれた「旧広島城郭内各部隊配置図」7）には、本遺跡で検出された厩は全て描かれているが、
昭和 2年（1927）3 月に広島市都市計画課が作成した地図には A地点 K1 区 SB22 と B-2 地点
M13区 SB5 の厩 2棟は描かれておらず、大正末頃から昭和の初め頃取り壊されたのであろう。

注 　 

（ 1 ） 『造厩法』に書かれた単位は尺（エル）と尺（フィート）で、これをメートル法換算して１尺（エル）を約
　    97cm として計算した。

（ 2 ） 「厩舎馬房隔木取除きの件」JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.C03026473800、明治 38 年 「満大日記   
　　6 月下」（防衛省防衛研究所）

（ 3 ）「第５師団厩舎馬房模様替の件」JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.C02031495200、永存書類乙輯第

　　２類　第 5 冊　明治 45 年　大正 1 年（防衛省防衛研究所）

（ 4 ）  現在、国立国会図書館デジタルコレクションで確認できる『馬事提要』は大正 3 年、4 年、5 年、8 年、昭

　　和 6 年の 5 冊で、大正時代のものは、馬房の寸法は全て同じである。昭和 6 年のものには馬房の大きさにつ

　　いての記述は見られない。

（ 5 ） A 地点 SB22 は遺構の残存状態が悪く、馬房の長さは不明である。

（ 6 ）「５督より 水道増設工事の件」JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.C07050740000、明治 30 年　「伍大

　　日記　6 月」（防衛省防衛研究所）の「広島城内其他　各営内水管線路平面図」

（ 7 ）「広島旧大本営史績指定に関する件」JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.C01001016500、永存書類甲

　　輯　第６類　昭和２年（防衛省防衛研究所）の付図 “旧広島城郭内各部隊配置図”
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騎兵乗馬　体尺＜体高＞ 砲兵輓馬　体尺＜体高 >
日本 4.72 尺（143.0cm） 4.74 尺（143.6cm）

ドイツ 5.32 尺（161.2cm） 5.42 尺（164.2cm）
フランス 5.17 尺（156.7cm） 5.25 尺（159.1cm）

第 39表　明治 26年（1873）頃の日本軍馬とドイツ・フランス軍馬との比較

第 40表　日本の軍馬補充部における育成馬の体尺と体重

　　　　　　　　　『日本馬政史　第４巻』　帝国競馬協会 編　から作成

　　　                   ※大正 10 年は人件費・物価高騰にから馬取扱人員が減少し、飼料の品質も
　　　　　　　　　幾分落ちたため、体尺と体重が減少した。
                                 『日本馬政史　第４巻』　帝国競馬協会 編　より作成 

体尺＜体高＞ 体重
明治 40年（1907） 4.89 尺（148.2cm） 107.5 貫（403.1kg）

大正元年（1912） 4.94 尺（149.7cm） 110.5 貫（414.4kg）

大正 5年（1916） 5.00 尺（151.5cm） 116.3 貫（436.1kg）
大正 10年（1921） 4.97 尺（150.6cm） 111.6 貫（418.5kg）

第 171 図　厩の構造（中路複列式）
『軍馬衛生学特論』陸軍獸医学校編纂（国立国会図書館）を加工して作成

中央通路

馬房

排尿溝

隔木（遊動隔木）尿溜

※　中央の通路を挟んだ向かい側にも同様の馬房がある。
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第 172 図　陸軍の厩の図面（朝鮮駐箚の部隊のものなのでオンドルがある）　
　2 枚の原図をトレースして、1 枚の図面に配置した
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３　結び

　これまで広島市域の近世・近代については、広島城跡関連遺跡の発掘調査によって近世城郭のあ

り方や武家屋敷など城郭内の状況が少しずつ明らかとなっているところであり、名勝平和記念公園

内の発掘調査などによって近世の城下町や近代の街並みの状況も明らかになりつつある。

　本発掘調査では、近世の武家屋敷から近代の陸軍施設、被爆後の応急簡易住宅等を経て、現代の

都市公園整備までの土地利用の変遷を確認することができた。武家屋敷は陸軍施設の建設により、

陸軍施設は被爆後の応急簡易住宅建設及び公園整備により、大きく改変されている状況であったが、

武家屋敷地域の地割などを示す可能性のある溝状遺構や、輜重兵補充隊の施設の一部とみられる厩

遺構を確認したことは、時代とともに推移する広島の姿を窺える注目すべき成果といえるであろう。

　なお、今回調査された陸軍施設遺構については、はじめて広範囲に現出した被爆時に存在してい

た遺構であるが、一部に被熱痕跡が認められるものの、明らかな被爆の痕跡は判断できない状況で

あった。そのため原爆被災の状況を確認する目的で、古写真調査、理化学的分析（残留放射能）や

火災調査などを実施したが、明確な結論を出すことはできなかった。

　本書が広島市中心部の調査事例の一つとして、近世から近代の広島発展の歴史解明に寄与できれ

ば幸いである。
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